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問市民協働推進課（☎983‒5749）

やさしい日本語優 易～みんなでやさしい日本語を使ってみませんか～

緊急支援
給付金

家計支援
給付金

緊
急
支
援
給
付
金
・
家
計
支
援
給
付
金

区　分 支給対象 申請手続 支給額 申請期限・
給付時期 受付場所

緊
急
支
援
給
付
金

①住民税
　非課税世帯

令和４年度住民税均
等割が非課税の世帯

12月１日(木)から順次、
申請書類（確認書）を送
付しています。内容の確
認後、確認書と添付書類
を同封の返信用封筒に入
れて返送してください。 １世帯

５万円 令和５年２月13日(月)
消印有効

※不備なく受理し
た日から、約１
カ月で振込予定。

令和５年
１月６日(金)まで▲

八幡市役所
　旧別館２階
　（旧環境事務所）

令和５年
１月10日(火)から▲

新本庁舎３階

②家計急変
　世帯

予期せず令和４年１
月～12月の収入が減
少し、世帯全員が住
民税非課税相当の収
入となった世帯

申請が必要です。対象に
なるかご不明な場合は、
お問い合わせください。

家計支援
給付金

上記給付金の対象と
ならない世帯

12月12日(月)から順次、
申請書類（確認書）を送
付しています。内容の確
認後、確認書と添付書類
を同封の返信用封筒に入
れて返送してください。

１世帯
７千円

※住民税が課税されている人の被扶養者のみで構成される世帯を除く。
※生活保護受給者や令和４年９月30日現在、住民基本台帳に登録されている外国人も要件を満たす場合は対
象となります。
※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（10万円）を受給済みでも、要件に該当すれば支給を受ける
ことができます。
※緊急支援給付金と家計支援給付金の併給はできません。

　

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
な
ど
の

価
格
高
騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま

え
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
は

１
世
帯
あ
た
り
５
万
円
（
緊
急
支

援
給
付
金
）
を
、
緊
急
支
援
給
付

金
の
対
象
と
な
ら
な
い
世
帯
に

は
、
八
幡
市
独
自
の
給
付
金
と
し

て
１
世
帯
あ
た
り
７
千
円
（
家
計

支
援
給
付
金
）
を
支
給
し
ま
す
。

　

い
ず
れ
の
給
付
金
も
令
和
４
年

９
月
30
日
時
点
で
住
民
基
本
台
帳

に
登
録
さ
れ
て
お
り
、
表
に
該
当

す
る
世
帯
が
対
象
で
す
。

※
な
お
、
令
和
５
年
１
月
10
日

（
火
）
か
ら
は
、
受
付
場
所
が
新

本
庁
舎
３
階
に
変
更
と
な
り
ま

す
。

※
Ｄ
Ｖ
等
に
よ
り
住
所
地
以
外
に

避
難
中
の
人
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問緊急支援給付金に関すること（☎983‒1515）、☎家計支援給付金に関すること（☎983‒1811）

　

前
月
、「
短
く
言
う
」
た
め
の
効
果
的
な
ポ
イ
ン
ト

を
紹
介
し
ま
し
た
。
今
月
は
、
伝
わ
り
や
す
い
表
現
に

書
き
換
え
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

■
言
葉
に
気
を
付
け
る

❶
カ
タ
カ
ナ
語
な
ど
の
外
来
語
や
和
製
英
語
は
避
け
る

　

原
語
と
意
味
や
発
音
の
異
な
る
も
の
が
多
く
、
必
ず

し
も
わ
か
り
や
す
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
。「
バ
ス
」、「
ガ

ス
」、「
テ
レ
ビ
」
な
ど
、
外
来
語
以
外
に
適
切
な
日
本

語
が
な
い
場
合
の
み
使
用
し
ま
す
。

【
例
】
ト
イ
レ
（
英
：Restroom

）

　

↓　

便
所
・
手
洗
い

【
例
】
ス
ー
パ
ー
（
英
：G

rocery Store

）

　

↓　

食
料
品
や
日
用
品
を
売
っ
て
い
る
店

❷
複
数
の
意
味
を
持
つ
な
ど
曖
昧
な
表
現
は
使
わ
な
い

【
例
】
月
曜
日
の
９
時
ご
ろ
に
来
ま
す
。

　

↓　

月
曜
日
の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
前
９
時
30
分

ま
で
に
来
ま
す
。

【
例
】
結
構
で
す
。

　

↓　

よ
い
で
す
。

　

↓　

い
り
ま
せ
ん
。

❸
重
要
な
言
葉
は
そ
の
ま
ま
使
い
、
例
の
よ
う
に
説
明

文
を
加
え
る

　

災
害
用
語
な
ど
、
知
っ
て
お
く
と
よ
い
言
葉
は
そ
の

ま
ま
使
い
、
言
葉
の
後
に
説
明
を
加
え
ま
す
。

【
例
】
余
震
〈
＝
後
か
ら
来
る
地
震
〉

【
例
】
暗
証
番
号
〈
＝
あ
な
た
だ
け
が
知
っ
て
い
る
番

号
〉

■
表
記
に
気
を
付
け
る

❶
漢
字
は
使
い
す
ぎ
な
い
よ
う
に
し
、
す
べ
て
の
漢
字

に
ふ
り
が
な
を
つ
け
る

　

ふ
り
が
な
は
、
漢
字
の
上
部
ま
た
は
漢
字
の
後
ろ
に

か
っ
こ
書
き
で
入
れ
ま
す
。

【
例
】
税
金
を
払
い
ま
す
。

　

↓　

税ぜ
い

金き
ん

を
払は

ら

い
ま
す
。

　

↓　

税
金
（
ぜ
い
き
ん
）
を
払
（
は
ら
）
い
ま
す
。

❷
ロ
ー
マ
字
は
使
わ
な
い

　

外
国
人
は
ロ
ー
マ
字
を
日
本
語
の
発
音
の
と
お
り
に

読
め
る
と
は
限
ら
ず
、
か
え
っ
て
伝
わ
ら
な
い
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

❸
時
間
や
年
月
日
を
わ
か
り
や
す
く
表
示
す
る

　

原
則
12
時
間
表
記
と
し
、午
前
・
午
後
を
明
記
し
ま
す
。

【
例
】
９
時
〜
10
時

　

↓　

午
前
９
時
か
ら
午
前
10
時
ま
で

　

元
号
で
は
な
く
、
西
暦
で
表
記
す
る
よ
う
に
し
、
年

月
日
に
「
／
」
は
使
い
ま
せ
ん
。

【
例
】
令
和
５
年
１
月
４
日

　

↓　

２
０
２
３
年
１
月
４
日

人権啓発ポスターコンクール

市
長
賞
は
長
柄
さ
ん

問
こ
ど
も
未
来
課
（
☎
９
８
３
･
５
６
７
４
）

　

教
育
委
員
会
は
12
月
３
日

（
土
）、
八
幡
人
権
・
交
流
セ

ン
タ
ー
で
第
26
回
八
幡
市
小
・

中
学
生
人
権
啓
発
ポ
ス
タ
ー
コ

ン
ク
ー
ル
の
表
彰
式
を
行
い
、

８
０
２
点
の
応
募
の
中
か
ら
、

長な
が

柄ら

萌も
え

菜な

さ
ん
（
男
山
中
学
校

２
年
）
の
作
品
「
み
と
め
合
う

っ
て
素
敵
だ
ね
」
が
市
長
賞
に

選
ば
れ
ま
し
た
。

　

他
の
主
な
入
賞
者
は
次
の
と

お
り
で
す
。（
敬
称
略
）

▼
教
育
長
賞
＝
新し

ん

林ば
や
し

萌も

も々

香か

（
美
濃
山
小
６
年
）

▼
人
権
教
育
推
進
協
議
会
会
長

賞
＝
河か

南な
ん

結ゆ
い

菜な

（
男
山
東
中
３

年
）

▼
教
育
長
特
別
賞
＝
髙た

か

田だ

乙お
と

花か

（
八
幡
小
６
年
）

▼
人
権
教
育
推
進
協
議
会
会
長

特
別
賞
＝
加か

儀ぎ

月つ
き

子こ

（
男
山
中

２
年
）

※
入
賞
作
品
ポ
ス
タ
ー
は
、
人

権
啓
発
や
研
修
等
に
使
用
で
き

る
よ
う
貸
し
出
し
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
長
賞
の

長
柄
萌
菜
さ
ん
の
作
品

●第５回八幡市総合計画検討懇談会
　第５次八幡市総合計画後期基本計
画の策定に向けた意見交換を行うた
め、懇談会を開催します。
　傍聴希望の人は、当日の会議開始
20分前～10分前に会場入口へお越し

ください。定員は５人（先着順）です。
■日時 令和５年１月27日（金）午後

１時30分～
■場所 市役所５階会議室５‒２

■
持
参
す
る
も
の

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

▼
ポ
イ
ン
ト
受
け
取
り
を
希
望

す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
カ

ー
ド
な
ど

※
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
受
け
取

り
対
象
と
な
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
は
こ
ち

ら
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

　
申
請
支
援
に
つ
い
て

　

市
民
課
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
の
申
請
書
の
記
入
サ

ポ
ー
ト
や
カ
ー
ド
に
必
要
な
顔

写
真
を
無
料
で
撮
影
し
て
い
ま

す
（
予
約
不
要
）。

問政策企画課（☎983‒1004）

ド
か
ら
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
ひ
も
付
け

る
口
座
の
通
帳
な
ど

問
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
１
２
０
・
０
３
８
・
６
１
４
）

申
請
期
限
は
２
月
末
ま
で

マイナポイント第２弾

（出入国在留管理庁・文化庁「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」〈2020年８月〉より）

　

サ
ポ
ー
ト
が
必
要
な
人
は
、

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証

や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
顔
写
真
付

き
の
も
の
を
１
点
、
ま
た
は
健

康
保
険
証
や
年
金
手
帳
な
ど
の

顔
写
真
無
し
の
物
を
２
点
）
を

持
っ
て
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
市
役
所
へ
の
来
庁
が

困
難
な
人
の
ご
自
宅
や
、
市
内

事
業
者
な
ど
へ
の
出
張
支
援

（
要
予
約
）も
行
っ
て
い
ま
す
。

利
用
時
間
は
平
日
午
前
10
時
〜

午
後
４
時
。希
望
さ
れ
る
人
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

最
大
２
万
円
分
の
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら
え
る
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
第
２
弾
の
申
請
期
限
は
２
月
末
ま
で
で
す
。
ポ
イ
ン

ト
の
受
け
取
り
を
お
考
え
の
人
は
期
限
ま
で
に
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
請
手
続
サ
ポ
ー
ト
が
必

要
な
人
は
、
次
の
物
を
持
っ
て
、
市
役
所
１
階
の
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
手
続
支
援
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
新
庁
舎
移
転
後
も

　
支
援
窓
口
を
開
設
し
ま
す

　

１
月
10
日
（
火
）
以
降
も

新
本
庁
舎
１
階
で
支
援
窓
口

を
開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。


